
第４回栃木県カスタマーハラスメント
防止対策有識者会議が開催されました！

令和８年３月３日、第４回栃木県カスタマーハラスメント防止対策有識

者会議が開催され、雇用環境・均等室長が出席しました。
県より「栃木県カスタマーハラスメント防止条例（案）」に関するパブリッ

クコメントの結果と、同条例に基づく基本指針（素案）の内容、条例施行ま
でのスケジュールや、施行後に想定される課題等について説明され、活
発な意見交換がなされました。
室長は、カスタマーハラスメント対策を義務付ける改正労働施策総合推
進法の施行機関として、関係機関と連携しながらともにカスタマーハラス
メント対策を推進していく考えである旨の発言を行いました。

カスタマーハラスメント対策の義務化【改
正労働施策総合推進法・指針の内容】

ハラスメント対策、お困りでありませんか？
無料でハラスメント研修を実施します


